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午前９時５８分開会 

○ただ太郎委員長 おはようございます。定刻とな

りましたので、厚生委員会を開会させていただき

ます。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 まず、記録署名員の指名をさせ

ていただきます。 

  小泉委員、銀川委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、異動管理職の紹介があり

ます。 

  まず、副区長から異動のあった部長級職員につ

いて紹介をお願いします。 

○副区長 おはようございます。私から、４月１日

付で厚生委員会所管の部長級職員に異動がありま

したので御紹介いたします。 

  千ヶ崎嘉彦福祉部長です。前任職は足立福祉事

務所長です。 

  半貫陽子高齢者施策推進室長です。高齢者地域

包括ケア推進課長の事務を取り扱います。前任職

は衛生部衛生管理課長です。 

  小室晃足立福祉事務所長です。生活支援推進課

長及び中部第二福祉課長の事務を取り扱います。

前任職は総務部総務課長です。 

  稲垣智一足立保健所長です。感染症対策課長の

事務を取り扱います。前任職は感染症対策課長で

す。 

  私からは以上です。 

○ただ太郎委員長 続きまして、福祉部長から異動

のあった所管の課長級職員の紹介をお願いします。 

○福祉部長 福祉部長の千ヶ崎でございます。私か

らは、福祉部内の異動があった課長級職員を紹介

いたします。 

  大北有慶福祉まるごと相談課長です。前任職は

福祉部福祉管理課地域保健福祉計画重層的支援体

制整備担当係長で、今回昇任でございます。 

  早崎直人生活・暮らし臨時給付金担当課長です。

前任職は子ども家庭部こども支援センターげんき

所長付支援管理課長です。 

  長門忠雄障がい福祉課長です。前任職は区民部

高齢医療・年金課長です。 

  早川亮障がい援護課長です。足立福祉事務所障

がい者支援担当課長を兼務しております。前任職

は福祉部障がい援護担当課長です。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○ただ太郎委員長 続きまして、高齢者施策推進室

長から異動のあった所管の課長級職員の紹介をお

願いします。 

○高齢者政策推進室長 高齢者施策推進室長の半貫

でございます。私からは、高齢者施策推進室内の

異動があった課長級職員を紹介いたします。 

  瀬崎正人医療介護連携課長です。足立福祉事務

所高齢援護担当課長を兼務しております。前任職

は福祉部高齢者施策推進室付地域包括ケア推進課

長です。 

  日吉理仁介護保険課長です。前任職は福祉部障

がい福祉課長です。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○ただ太郎委員長 続きまして、足立福祉事務所長

からお願いします。 

○足立福祉事務所長 足立福祉事務所長の小室でご

ざいます。私からは、足立福祉事務所内の異動が

あった課長級職員を紹介いたします。 

  高野龍一中部第一福祉課長です。前任職は足立

福祉事務所東部福祉課長です。 
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  佐久間浩千住福祉課長です。前任職は足立福祉

事務所中部第一福祉課長です。 

  藤井数馬東部福祉課長です。前任職は福祉部障

がい福祉課中部援護第二係長で、今回昇任でござ

います。 

  森田路子北部福祉課長です。前任職は子ども家

庭部こども支援センターげんき所長付教育相談課

長です。 

  木村政雄中部第二福祉担当課長です。前任職は

足立福祉事務所北部福祉担当課長です。本日は欠

席しております。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○ただ太郎委員長 続きまして、衛生部長お願いし

ます。 

○衛生部長 衛生部長の馬場でございます。私から、

異動のあった衛生部内の課長級職員を紹介いたし

ます。 

  網野孔介衛生管理課長です。データヘルス推進

課長を兼務しております。前任職は衛生部こころ

とからだの健康づくり課長です。 

  土井渉こころとからだの健康づくり課長です。

足立保健所感染症対策担当課長を兼務しておりま

す。前任職は政策経営部政策経営課政策経営担当

係長で、今回昇任です。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○ただ太郎委員長 続きまして、足立保健所長から

紹介をお願いします。 

○足立保健所長 足立保健所長の稲垣でございます。

私から、足立保健所内の課長級職員を紹介いたし

ます。 

  平塚晃夫東部保健センター長です。前任職は子

ども家庭部子ども施設入園課長でございます。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 ありがとうざいました。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、組織改正に伴う新組織の

事務分掌に移ります。 

  組織改正に伴う新組織の事務分掌につきまして

は、既に資料を配付いたしましたので、説明に代

えさせていただきます。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、陳情の取下げを議題とい

たします。 

  区議会事務局次長より報告があります。 

○区議会事務局次長 陳情の（１）５受理番号３４

の陳情につきましては令和６年４月１７日付、（２）

５受理番号４２の陳情につきましては令和６年４

月１６日付で、それぞれ議長宛てに陳情者から取

下げ願が提出されました。 

  （３）５受理番号５１の陳情につきましては、

令和６年４月１６日付で議長宛てに陳情者から取

下げ願が提出され、また、２８名の追加署名の提

出があり、合計で３,３２４名になりましたので御

報告いたします。 

○ただ太郎委員長 副議長から、本陳情の取扱いに

つきまして報告をお願いします。 

○長井まさのり副議長 本陳情につきましては、第

２回定例会において撤回の承認をいただくことに

なりますので、よろしくお取り計らい願います。 

○ただ太郎委員長 ただいま副議長から報告があり

ましたとおり、本件につきましては、委員会の取

扱いは継続審査といたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議ないと認め、継続審査と

することに決定いたしました。 
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           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、請願・陳情の審査に移り

ます。 

  初めに、５受理番号８を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますでしょうか。 

○介護保険課長 介護保険制度につきましては、４

月から足立区の高齢者保健福祉計画、また、第９

期介護保険事業計画に従って、令和６年度からの

３か年の計画を今回実施の方、始めております。 

  また、介護保険の保険料につきまして、この４

月に改定がございまして、足立区の基準月額保険

料は６，７５０円とさせていただいております。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますでしょうか。 

○横田ゆう委員 ごめんなさい、確認なんですが、

今、陳情・請願の審査は受理番号８番ですか。 

○ただ太郎委員長 ５受理番号８でございます。 

○横田ゆう委員 陳情の２番目のところで、介護職

員の処遇改善ということが要望されておりますけ

れども、この４月から区独自の処遇改善策が始ま

っていると思いますけれども、どのような改善策

がありましたでしょうか。 

○介護保険課長 この４月からですと、宿舎の借り

上げの、まず区の制度がございます。こちら４月

から開始というわけではございませんが、令和６

年度については対象者の要件を緩和するとして、

利用を促進するようなことを考えてございます。 

○医療介護連携課長 こちら、医療介護連携課の方

でもケアマネジャーの資格取得の助成ということ

で、３月末に介護事業者連絡会で御説明させてい

ただいております。 

○横田ゆう委員 是非この制度を周知していただい

て、しっかりと利用できるようにしていただきた

いというふうに思うんですが。 

  それから、東京都の方でも介護職員・介護支援

専門員の★★手当、これが実施されると思います

けれども、このような通知というのは、もう区の

方には届いていますでしょうか。 

○介護保険課長 ４月からの制度改正については都

から資料は頂いておりますので、こちら細かい部

分についてはまだ分からないところもありますけ

れども、来た通知については介護事業所の方に周

知はしてございます。 

○横田ゆう委員 是非よろしくお願いします。 

  それから、都の地域を支える訪問介護応援事業

というのもありますけれども、これは具体化され

ているのでしょうか。 

○介護保険課長 制度の細かな中身については、現

在まだ確認中という段階でございます。 

○横田ゆう委員 是非、制度を活用して、処遇改善

に努めていただきたいというふうに思います。 

  今、介護従事者は本当に人材不足がまだまだ続

いておりまして、介護報酬改定では１．５９％上

がりましたけれども、物価上昇は２．７％とも言

われています。全く追い付いていないという状況

です。訪問介護に至っては、マイナス２％から３％

となっています。他の産業で今ベースアップが３

万円とかという話もありますので、他産業に流れ

ていくというのが当然の道理なんだと思います。 

  更なる処遇改善が必要だと思いますので、意見

です、処遇改善を更に進めていただきたいという

ふうに思います。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますでしょ

うか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 
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  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 先ほど意見しましたように、採択

を求めます。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 これより採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査とすることに決定をいたしました。 

  次に、５受理番号９を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化がございますでしょうか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 

○ただ太郎委員長 これより質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○白石正輝委員 この請願が出てから、随分、執行

機関側としては、この問題についての改善をして

きたというふうに思うんですが、その辺はどうな

んですか。 

○保健予防課長 白石委員の御意見のとおりでござ

いまして、例えば目の健康チェックシート、これ

は健診のときにもお配りした方がいいんじゃない

かということでお配りをしたりとか、それから、

★★というわけではないですけれども、目の様子

に不安がある方があれば、各保健センターで経過

観察の中で診ていきますよということで対応させ

ていただいているところでございます。 

○ただ太郎委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 請願が出てから、執行機関側はい

ろいろと改善をしてきたというふうに考えている

んです。ただ、まだまだ足らない部分があるとい

うことですから、ひとつ前向きに検討してくださ

いということで、継続で。 

○小泉ひろし委員 陳情が出て★★本当に大事なこ

とではございますけれども、やはり予算ですとか

優先度の部分から、大事なことでございますが、

継続ということで。 

○横田ゆう委員 これまでも、このオートレフラク

トメーターの有効性は証明されているということ

です。３歳児の健診で異常が発見されなくても、

成長の過程で変わることもありますので、やはり

就学前にも必要と思いますので、採択を求めます。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 これより採決いたします。 

  本件を継続審査することに賛成の方の挙手を願

います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査とすることに決定をいたしまた。 

  次に、５受理番号２０を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますでしょうか。 

○衛生管理課長 特に変化はございません。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に移ります。 

  何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 継続でお願いします。 

○横田ゆう委員 現在の建設アスベスト給付金法は
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大変不十分なものであると思います。被害者の全

員の救済には至っておりませんので、全員を救済

するために給付金の改正を早期に行うことが必要

ですので、採択を求めます。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 これより採決いたします。 

  本件を継続審査することに賛成の方の挙手を願

います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査とすることに決定をいたしました。 

  次に、５受理番号４９と５受理番号５０、以上

２件を一括議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますか。 

○福祉部長 親子支援課長が都合により欠席のため、

私から御報告させていただきます。 

  現在、共同親権導入を柱とする民法の改正が進

められておりまして、４月１６日、衆議院で可決

されたという報告というか情報でございます。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に移ります。 

○小泉ひろし委員 共同親権に関わる法改正につい

ては１６日に衆議院で通過して、明日ですか、１

９日に参議院で審議入りだと思うんですが、単独

親権だとか共同親権に至る過程において本当に心

配が全くないのかというと、特にＤＶ絡みだとか

何かでまだまだ、裁判所を含めてちゃんと協議が

うまくいき合意して実施できるのかという、まだ

心配な部分もございますが。 

  まず、受理番号５０について、早期法案成立を

求める意見書を国に提出するよう求める陳情でご

ざいますので、仮に明日から参議院で審議入りし

て可決されましたら、この法案については実質満

たしているというか、本日で委員会が終了でござ

いますけれども、実質的に取り下げるのか、その

辺については、委員の構成も今回特段の変化がな

い限り最後でございますし、可決した場合は取下

げ処理を事務局か何かお願いした方がいいのかな

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○区議会事務局次長 提出者の方に確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○小泉ひろし委員 それと、仮に法案が成立した場

合なんですけれども、この受理番号４９について、

公的サポートを求める陳情ということで、その辺

は区として改正後をにらんで、組織は変わらない

のかも分かりませんけれども、どのような行動と

いうか対応を今考えているのか、その辺伺いたい

と思います。 

○福祉部長 法改正があった場合には、内容をよく

精査して、そこの視点がどこにあるのかというこ

とをきちっと見極めて、それに沿った形で区とし

ても支援体制を整えてまいりたいというふうに考

えております。 

○小泉ひろし委員 この４月から福祉まるごと相談

課というのができましたけれども、そういうとこ

ろでの入り口になるのかどうか分かりませんけれ

ども、非常にデリケートなことは、共同親権にな

ってもすっきりいかない事例なんかもあり得るか

と思うので、慎重に相談に乗っていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 ほかに。 

○横田ゆう委員 共同親権の民法改正案は今国会で

審議中ということですけれども、その中で大変な、

いろいろな問題が指摘されているわけです。例え

ば今ありましたようなＤＶなどの問題ですとか、

それから、子どもの意見表明の件が明記されてな

いなど、いろいろな指摘がされていると思います
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が、いかがでしょうか。 

○福祉部長 実際に賛否両論あるということは私ど

もも認識しております。例えば賛否の賛の方でい

いますと、親権争いが回避できるのではないかと

か、それから、両親で子育てができる、お子様に

とってはいい環境になるのではないか、そして否

の方では、やはり先ほどおっしゃられたＤＶの関

係だとか、そういった課題がありますので、その

法ができた際にそこの内容をよく見て、我々とし

ては本当に寄り添った支援として、これを運用し

てまいりたいというふうに考えております。 

○ただ太郎委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 両方継続で。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 受理番号４９につきましては、別

居や離婚後の親子をしっかりとサポートするため

に調査研究に着手し、公的支援相談体制を充実す

ることが必要なので、採択を求めます。 

  それから、共同親権のことについて言えば、受

理番号５０ですが、人権侵害を招かないように慎

重な議論が求められています。我が党は、離婚後、

共同親権については拙速に導入するのではなく、

子どもの権利擁護の立場から親権そのものを見直

す民法改正を行うべきと思っておりますので、継

続でお願いします。 

○銀川ゆい子委員 両方継続でお願いします。 

○川村みこと委員 今後も国の動きを注視する必要

があると思いますので、両方継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 それでは、２回に分けて採決し

たいと思います。 

  まず、５受理番号４９……。 

○横田ゆう委員 採択を取る場合には、あらかじめ

ちょっと言うのを忘れましたけれども、退出させ

ていただきたいと思います。 

○ただ太郎委員長 採決には加わらないということ

ですか。 

○横田ゆう委員 はい。皆さん継続でしたよね。 

［発言する者あり］ 

○ただ太郎委員長 よろしいですか。一つずつやり

ます。 

  まず、５受理番号４９については継続審査とす

ることに賛成の方の挙手を願います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査とすることに決定をいたしました。 

  ５受理番号５０、こちらにつきましては継続審

査とすることに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 異議なしと認め、本件は継続審

査とすることに決定をいたします。 

  次に、５受理番号５２を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 

○ただ太郎委員長 質疑に入ります。 

  何かございますでしょうか。 

○白石正輝委員 執行機関側にお伺いしますが、こ

れはデータを出せということですが、データは出

せるのですか。 

○保健予防課長 この内容によると、令和３年度以

降で死亡者が２万４，０００人いて、ワクチン接

種が２００万回ございますので、まだそれをくっ

付けるというデータそのものはございませんので、

つくろうとすると新規のものをつくらなければな

らなくなるということでございます。 
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  まだシステム的なものは、どういうふうにする

かというのは決まっておりませんので、今のとこ

ろはできていないというところでございます。 

○白石正輝委員 よく分からないんだけれども、出

せるか出せないかを聞いただけだから。 

○衛生部長 現在は別々にこのデータは存在してお

りますので、突合して出すということは現在では

できません。 

○白石正輝委員 出せるということね。 

○衛生部長 出せないです。そういうデータが存在

していません。くっ付けたデータが存在しており

ませんので。 

○小泉ひろし委員 今の質疑でもそうですけれども、

本当に区で照合したり、陳情者としては、８割が

接種した新型コロナワクチンを否定することはで

きないので、関連性を突合して★★しろというこ

とだと思うんです。 

  全く無駄とは思いませんけれども、区では、も

し突合するとすると膨大な労力、予算、この辺も

掛かってくると思うんです。また、足立区だけで

やって独自の調査だけですと、分析の仕方だとか

基礎データの抽出の仕方だとか、他の自治体で仮

にやったとしても、その地域との差異が出た場合

など、どういう評価というか比較するのかとか、

仮に関連性を調査をしても、やはり母数が多くな

いと本当に正しいデータの抽出や解析はできない

と思うんです。 

  そういう中で、国の方では、レセプト情報・特

定健診等データは国がデータベース化していると

聞きますけれども、それでも予防接種データは従

来は同じようなデータベースシステムは構築して

ないと聞いています。しかしながら、今回、国は

予防接種事務においてデータを連結してデジタル

化すると聞きましたけれども、このことについて

は区は認識しているのでしょうか。 

  いつ頃だとか、どのようなことを目指すのかと

か、予防接種による副反応などの解析などについ

ても有効と思われるのか、その辺についてはいか

がで★★ 

○保健予防課長 予防接種の実施状況とか副反応の

疑いを匿名化した予防接種データシステムを構築

する予定がございまして、時期は令和８年度だと

聞いております。 

○小泉ひろし委員 令和８年度からということは、

今、令和６年度ですので、大きな仕事としてはそ

れに向かって動き出しているというふうに認識し

ているわけでございます。仮に足立区単独でやる

にしても、先ほど言ったように大きな母数の中で

しっかりと、因果関係があるのかというのは、や

っぱり国がこれから本格的に取り組んでいくとい

う意味からすると、そちらを待つのが現実的では

ないかと思います。 

  陳情者のお気持ちというか、分からない部分を

解明してというお気持ちは分かるんですけれども、

やはり国の動向をしっかりと見詰めて、協力すべ

きはしていくべきかと思いますが、その点いかが

でしょうか。 

○保健予防課長 先ほど説明した予防接種のデータ

と既にあるレセプト情報のデータの連携を可能に

するというふうには話も伺ってございます。その

結果については大学とか研究機関の第三者に提供

することもできるようにするということでござい

ますので、やはり国が整備するような大規模なデ

ータベースを利用して調査・分析していただくの

が適切ではないかというように考えております。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続で。 
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○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 継続でお願いします。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 本件は継続審査とすることに御

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 異議なしと認め、本件は継続審

査とすることに決定をいたしました。 

  次に、５受理番号５３を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますか。 

○足立保健所長 特段の変化はございません。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に入ります。 

  質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 継続でお願いします。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 本件は継続審査とすることに御

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議なしと認め、本件は継続

審査とすることに決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  糖尿病対策に関する調査を単独議題といたしま

す。 

  何か質疑はございますか。 

○白石正輝委員 この糖尿病対策は足立区の一つの

大きな目玉として始まったわけですけれども、筑

波大学と足立区と徳島市が連携して実験をした★

★が、薬局のスクリーニング検査は有効だという

ことで、全国の医療法が変わって薬局でできるよ

うになったんです。 

  ところが、初年度も２年度も３年度もそうです

けれども、意外に伸びない、その原因は何だと思

いますか。 

○こころとからだの健康づくり課長 区の方でも、

例えば令和５年度の１１月の糖尿病月間でもリー

フレットや広報でＰＲはしているんですけれども、

やはり周知不足のところはあるのかなというふう

に認識しております。 

○衛生部長 補足になります。薬剤師会とは、この

間ずっと継続して協議してまいりました。やはり、

２名、３名で調剤薬局をやっている中で、調剤の

手を止めて、やりたい方に対して検査するという

のは、なかなか時間的な余裕もないというふうに

聞いております。 

○白石正輝委員 これを始めた当初は、筑波大学が

持っていた機械を足立区の薬局に無償でくれたん

です。その翌年に足立区も新しく機械を買って始

めたんですけれども、やりたくないから機械返上

というような形の薬局もあるんです。それは何の

ためかというのは、薬剤機関と話したことはあり

ますか。 

○衛生部長 協議はしております。また、辞退があ

った薬局は、やはりなかなか忙しくて検査ができ

ないとか、検査ができる職員が今いないというお

話も聞いて、返されてはいますが、別の薬局で手
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を挙げていただいたところに薬剤師会の方からそ

ちらをコーディネートしていただいて、できるだ

け今機械は活用していただいているところでござ

います。 

○白石正輝委員 表向きの理由はそういう理由かも

しれないけれども、本当は、検査しました、検査

しても検査料が全然薬局に入ってこないというの

が最も大きな理由なんです。しかも、もらえても

１検査につき５００円ですから、それならば自分

の方で薬売っていた方がいいということで、検査

を敬遠している部分があるんだというふうに思う

んですが、その辺はどうなんですか。 

○こころとからだの健康づくり課長 決して高くは

ないのかもしれないですけれども、区民１人当た

り５００円頂いておりまして、糖尿病の対策にも

つながる、健康につながる取組でございますので、

薬剤師会の方から、金額ではないところで、区民

の方の健康につながる取組ということは有益だと

いうことは伺っております。 

○衛生部長 金額の指摘は度々、白石議員からいた

だいているところであります。こちらについては、

また薬剤師会と、今の金額が適正かというところ

は継続して協議してまいります。 

○白石正輝委員 これで終わりにしますが、検査し

て、あなた危ないですよ、病院に行ってください

と言っても、本人が病院に行かないと検査料は払

わないという、それは変わってないですよね。 

○衛生部長 その点は変わっておりません。 

○白石正輝委員 これは非常に難しいんです。検査

をした、５分とか１０分掛けて検査をして、結果

はちょっと危険、ヘモグロビン数値が高いから病

院に行ってちゃんと調べてもらった方がいいです

よと幾ら言っても、本人が行ってくれない。そう

したら検査料は全然、薬局には入らないんです。

それでは、時間を割いて検査をする気が持てない

というのは本当のところじゃないですか。 

○こころとからだの健康づくり課長 検査料自体は、

区民の方５００円というのは薬局に入りまして、

その検査を受けた方の中で、ヘモグロビンＡ１ｃ

のパーセンテージが６．５％以上の方で、勧奨し

て医療機関で受診が確認できたときに区から１,

０００円のお支払いをしていまして、そこのとこ

ろが、いまいち伸び悩んでいるという現状はござ

います。 

○衛生部長 今のところ協議の中では、そこを値上

げしてほしいという御意見は薬剤師会からは、私

たちが協議に入るときはございません。ただ、ま

た白石議員からもそういう御指摘をいただきまし

たので、改めて薬剤師会と現在の料金が妥当であ

るかどうかというところは協議してまいります。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、報告事項を議題といたし

ます。 

  （１）を福祉部長から、（２）を高齢者施策推

進室長から、（３）を足立福祉事務所長から、（４）

（５）、以上２件を衛生部長から、（６）（７）、

以上２件を足立保健所長より、それぞれ報告をお

願いします。 

○福祉部長 それでは、厚生委員会報告資料、福祉

部の２ページをお開きください。 

  件名は、令和５年度足立区ひとり親家庭アンケ

ート調査（豆の木アンケート調査）報告書の概要

についてでございます。 

  この報告は、ひとり親への支援の充実を目的に

アンケート調査を行いました。その結果を今回報
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告するものでございます。 

  調査目的、期間等につきましては記載のとおり

でございます。 

  ７番の調査結果につきましては、別添で概要と

して今回まとめさせていただいております。 

  ３ページをお開きください。お目通しください。 

  この結果から明らかになった課題、大きく分け

て４点ほど、養育費の受け取り、経済状況、就労

状況、悩み事や困ったこと。想像はしていたとこ

ろではあるのですが、やはり思った以上に経済的

な不安、経済的な困難さというのが浮き彫りにな

ったということ。それから、悩み事、困ったこと

のところでもお金に関することや、やはり経済的

なところ、ここのところをどう支援していくのか

というのが、これからの鍵になっていくかと思い

ます。 

  今後の取組でございます。今の経済的な支援の

ところについて、養育費の受け取り、それから就

労の支援、悩み事の相談体制、こういったものを、

現在もやっておりますが更に充実していく必要が

あるというふうに考えております。 

  この結果につきましては、今後、５月以降にホ

ームページにも掲載させていただく予定でござい

ます。 

  私からは以上です。 

○高齢者施策推進室長 資料５ページをお開きくだ

さい。 

  件名、令和５年度医療介護連携研修の実施結果

についてです。 

  参加団体は、１番に記載の九つの職種の団体の

方々、御参加をいただきました。 

  実施結果です。医療・介護スキルアップ研修、

こちらは医療・介護現場での実践力の向上を図り、

在宅療養の提供体制を強化していくことを目的に、

１０月に実施いたしました。今回は、いずみ記念

病院の先生に★★をしていただいております。 

  ６ページです。多職種連携研修会、こちらは足

立区内５ブロックに分けまして、各ブロック内で

顔が見える、相談できる関係づくりを進めること

で、ブロック内の課題解決をする連携体制の構築、

こちらを目的に実施をいたしました。結果につき

ましては、７ページ、グラフで各ブロックごと記

載しておりますので御確認いただければと思いま

す。また、この結果を持ち寄った多職種連携全体

交流会、こちらも２月に実施をいたしております。 

  今年度、令和６年度につきましては、スキルア

ップ研修の回数を１回から２回に増やすほか、各

ブロックで災害時の対応、認知症の見守り、高齢

者の虐待通報などをテーマに研修会を開催してい

く予定でおります。 

  私からは以上です。 

○足立福祉事務所長 それでは、厚生委員会報告資

料８ページを御覧いただきたいと思います。 

  件名は、「生活保護相談における窓口対応の検

証」及び「相談窓口の録音」に関する答申につい

てでございます。 

  １番の諮問の経緯のところでございますけれど

も、令和５年１０月１０日に足立福祉事務所で生

活保護申請を前提に相談した相談者が、対応を不

服としまして足立区議会議員の方に相談されまし

た。それを、相談を受けた区議から、その事案の

検証と改善、また窓口における録音の可視化を区

に求められましたので、それに応じまして足立区

生活保護適正実施協議会に検証部会を設置しまし

て、今回諮問し、３月２１日に答申を受けたとこ

ろでございます。 

  ２番、協議会の経過につきましては記載のとお

りでございます。 

  続きまして、９ページでございます。 

  検証部会委員等につきましても記載のとおりで
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ございます。学識経験者、弁護士等の入った第三

者委員会でございます。 

  ４番、報告書の内容でございますけれども、こ

ちらの別添２を御覧いただければと思います。 

  内容的には、明確な保護申請の意思は表明され

なかったということで、水際対応といわれる対応

はなかったんですが、保護申請の意思確認ですと

か、また次回の具体的相談の提示等はなかったの

で、水際対応と誤認されかねないというものだっ

たということ、また相談側の言葉遣いに不適切な

点が見られた、また、録音については、相談者に

心理的負担、また萎縮効果のリスクがあるという

ようなことも報告書に書いてございます。 

  別紙１に検証と改善点をまとめておりますので、

概要を御覧いただければと思います。 

  また、５番の主な提言と区の対応につきまして

は、別紙２にまとめてございます。 

  主なところで言えば、こちらの表、主な提言の

１番から３番のところに、職員が漏れなく説明で

きるチェックリストですとかフローチャート、ま

た福祉事務所統一のマニュアルの作成、こうした

ものがございませんでしたので、こちらは４月、

５月中に作成するというようなことになってござ

います。 

  それから、１０番目、１０ページです、今後の

方針につきましては、生活保護受給者一人一人に

寄り添った支援を行い、生活保護制度の適正な運

営に努めていくということでございます。 

  以上でございます。 

○衛生部長 では、衛生部の報告資料２ページを御

覧ください。 

  件名、足立保健所窓口アンケート調査集計結果

報告についてでございます。 

  平成２９年度から足立保健所では窓口業務を委

託しておりますが、毎年その評価を１月から２月

にアンケート方式で調査して報告しております。

今回はその報告でございます。 

  結果の概要ですが、「満足」の割合は令和４年

度よりも高い結果を得ております。「満足」と「や

や満足」を合わせた割合は、委託前の平成２８年

度よりも高い結果を頂いております。 

  今後ですけれども、アンケートの結果を踏まえ

て業務の改善につなげるとともに、現在高い水準

となっておりますので、この業務水準の維持を図

ってまいります。 

  続きまして、９ページを御覧ください。 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業について

でございます。 

  令和６年度の秋以降と言われております定期接

種における接種費用についてですが、令和５年１

２月時点では７，０００円と示されておりました。

その後、国が各メーカーに聞き取りを行った結果、

手技も合わせて接種費用は１万５，３００円程度

となることが新たに示されております。その結果、

当初の標準的な接種費用としておりました７，０

００円を超える８，３００円については、国が助

成金を支給し、引き続き自己負担７，０００円の

接種が行えるようにするという方針が示されてお

ります。 

  足立区におきましては、主な定期接種の対象者

となる６５歳以上の方などについては、高齢者イ

ンフルエンザですとか肺炎球菌ワクチンと同じよ

うに自己負担が無料となるように、今後、６月の

補正に計上していく考えでございます。 

  私からは以上でございます。 

○足立保健所長 私から、２件報告いたします。 

  １１ページを御覧ください。 

  件名、シニアとペットの安全チェックリストの

作成及び配布についてでございます。 

  まず初めに、おわびと訂正がございます。 
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  別紙にチラシがあるわけでございますが、この

チラシの「そのときペットは大丈夫」というチラ

シでございますが、中段やや下、自分ノートを作

成するといった記載の右側に米印がございまして、

この米印の注釈の中で「高齢福祉課」という記載

がございます。これについては「医療介護連携課」

でございます。間違えまして本当に申し訳ござい

ません。訂正をお願いいたします。 

  このチラシについてでございますが、ペットを

飼育している高齢者の方に、万一の事態の備えに

対する気付きや具体的な予防策を講じる一助とな

るように作成したものでございます。 

  今後はホームページやＳＮＳ等の活用はもとよ

り、地域包括支援センター長会等において理解と

協力を求めながら、ペットを飼育している高齢者

に広くお届けできるよう工夫してまいります。 

  続いて、１２ページをお願いいたします。 

  足立区感染症予防計画（案）についてでござい

ます。 

  これまでも本委員会で進捗を報告させていただ

きましたが、今般、最終案ができましたので報告

いたします。 

  この計画は東京都の予防計画と整合性を保つこ

とが求められておりますが、３月２８日に東京都

の計画が完成し公表されましたので、これとの整

合を確認し、今回の最終案となったものでござい

ます。 

  内容といたしまして、４章から成っております。 

  第１章、基本的な考え方。これは基本方針等で

ございます。 

  第２章は、結核や麻疹といったような通常の感

染症対策についてでございます。 

  第３章、新興感染症発生時の対応。これは、今

回の新型コロナのような新たな感染症が発生した

ときの対応についてでございます。  

  第４章、資料編。これは、今回の新型コロナ流

行時の区の対応や足立区医師会の活動の記録など

が記されております。 

  今後についてですが、区のホームページでの公

表を予定しております。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございました。 

  それでは質疑に移ります。 

○白石正輝委員 衛生部ですけれども、コロナワク

チンの国の負担と区の負担を合わせると、コロナ

ワクチンはただになるということで、区の７，０

００円の負担はおおよそどのぐらいになるんです

か。 

○保健予防課長 高齢者、６５歳以上の方と６０歳

から６４歳未満で一定の障がいがある方を含めて

計算すると……。（「よく聞こえない」と呼ぶ者

あり） 

○ただ太郎委員長 大きな声でお願いします。すみ

ません。 

○保健予防課長 高齢者の方の人数と、接種率が６

０％で計算した場合ということなんですけれども、

大体ワクチンの値段で１６億円ぐらいで、そのう

ちの半分ぐらいが国からの補助金になる予定でご

ざいます。 

○白石正輝委員 コロナだけじゃないですけれども、

感染症については、絶対的になくすためには、例

えば足立区でいえば足立区の６０％ぐらいから７

０％ぐらいはワクチン打っていますよという状況

にならないと感染が抑えられないんです。そうい

う意味でいうと、相当予算が掛かるだろうという

ふうに思いますけれども、何せコロナの流行を抑

えるには、それしか今のところ手がないわけだか

ら、是非頑張って予算を付けてもらいたい。 

○保健予防課長 応援をいただいて、ありがとうご

ざいます。 
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○ただ太郎委員長 ほかに。 

○小泉ひろし委員 福祉部の方で、ひとり親家庭の

アンケート調査から報告があったわけでございま

すけれども、養育費の受け取りの項目を見ますと、

現在受けている方を除くと要は現在受けてないわ

けで、７割が受けてないという現状で本当に経済

的に大変だろうなと。お子さんがいらっしゃれば

育成手当とかいろいろな手当はあるかと思うんで

すが、やはりしっかりと養育費がない中で生活す

るというのは大変だろうなと思います。 

  たまたまなんですけれども、私もいろいろなパ

ターンのシングルというか親子の方を見ておりま

す。残念ながら離婚されてお子さんを養育してい

る、お母さん側がしている場合、お父さん側がし

ている場合がございますが、ある例で言うと、お

父さんは離婚後、自分の子どもには会ってないけ

れども養育費をしっかりと支払っているというこ

とをお聞きして、子どもが社会に出るまでは支払

っていくんだという決意を述べられて、残念な離

婚結果だけれども本当に立派だなというふうに思

いましたけれども。 

  少なくとも、離婚を勧めるわけじゃなくて、相

談段階でも離婚を防げるのが一番いいことであっ

て、そのようなことだとか、公正証書等の取組案

内を今後徹底するということなんですけれども、

現状そういう相談があったとき、経済的にかなり、

支援策はあるけれども、厳しい現実があるとか、

その辺、深く夫婦間でいろいろな今後の協議をす

る上での参考になるような情報提供だとか養育費

について、どのようなことを今まではやっていた

のでしょうか。 

○福祉部長 現在、親子支援課では、こういったリ

ーフレットをつくっております。ここで書かれて

いることなんですけれども、養育費をきちっと頂

くためには、まずしっかりと話し合うことが必要、

そして、その話し合った内容をしっかりと書面に

残すことが必要だというふうに言っております。 

  区としては、相談の流れというものがやはり皆

さん分からないみたいなので、そこのところの支

援をしていること、それから、具体的にお金の方

では文書作成料について助成をさせていただいて

いる、そういったところで今進めているところで

ございます。 

○ただ太郎委員長 よろしいですか。 

○太田せいいち委員 私も、まず、今のひとり親家

庭アンケート調査の結果について質問させていた

だきたいというふうに思います。 

  本当に経済的に困窮されている方がたくさんい

らっしゃるというのが、このアンケート結果から

も見てとれますので、何とかそこに支援の手が入

らないかなという角度で質問させていただきたい

なというふうに思うんですが。まず、３番で、悩

み事、困ったことについては豆の木相談室で相談

を受け付けているようなんですけれども、大体、

年間どれぐらいの件数で御相談来ているのか、ま

ず確認させていただけますでしょうか。 

○福祉部長 申し訳ございません。ちょっと年間の

相談件数は把握できていません。後ほど報告させ

ていただきます。 

○ただ太郎委員長 担当課長がいないということで。 

○太田せいいち委員 すみません、件数はどれぐら

いあるのかなというところの確認でしたので、後

で教えていただければ結構です。 

  相当の件数来ているんだと思いますが、そんな

中で具体的にどのような相談が行われているのか、

今も小泉委員からもありましたけれども、ここで

は離婚前の相談のような形は実際あるのかどうな

のか、その辺をちょっとお伺いしたいのですが。 

○福祉部長 離婚前の相談、あるというふうに伺っ

ております。その際は、国の方でもやはりそこの
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相談の流れ、相談といいますか離婚までの流れと

いうのを、こういった形でパンフレットにしてお

りまして、合意書作成の手引きとＱ＆Ａだとか、

こういったものを国の方で用意してくださってお

ります。こういったものを基に、本当は離婚しな

いのが一番いいんでしょうけれども、なってしま

う場合には、こういう手続をちゃんと踏んでくだ

さいということを相談の中で説明しております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。そう

いった離婚前の方の相談も受け付けているという

ことなので、またその際に必要な手続の一つとし

て、そういった合意文書が必要であるということ

も促していただいているということのようですの

で、そこは引き続き継続、強化をしていただけれ

ばなというふうに思います。 

  併せて、そこで、事前にできるだけそういった

トラブルを回避するために手続をちゃんと踏まれ

るのが一番よいのですが、実態としてこれだけ経

済的に困っている方がいらっしゃるというところ

に、今度はどうやって救いの手を差し伸べていく

のか。相談できている方はいいと思うんですが、

なかなか相談できていない方も相当数いらっしゃ

るんじゃないかなと思います。 

  足立区の中には、そういった方を、ある意味セ

ーフティーネットとして、たくさんの方がある意

味ボランティア的に子ども食堂を運営する形で支

えてくださっています。そういった方々を通じて、

悩み事の相談ですとか、また今後、養育費を受給

するためにどんなことが★★のか、専門的なアド

バイスも行えるような場を、子ども食堂の場とか

で区も連携しながらできないかなというふうに思

うんですが、その辺、まずは考え方としてはどう

でしょうか。お聞かせいただければと思います。 

○福祉部長 太田委員おっしゃるとおり、専門的な

相談に乗れる体制を区内に広げていくというのは

とても重要だと分かっております。今、この４月

から福祉まるごと相談課ができました。やはり、

これまで我々考えていたのは、一つの課題に対し

ての相談ということで、こういうふうにやってい

たわけですが、やはりそれでは立ち行かない、例

えばそういう離婚相談の窓口をつくったとしても、

そんなに集まるかというと、多分そんなにはない

のかなと。だとするならば、そういった全ての相

談を受けられるものを、やっぱりこうやって出張

っていく、出張させていくという方向にシフトし

ていって、そこで離婚の話が出たときには、すぐ

つないで専門家から話が聞けるという、そういっ

た体制を構築していくべきかなというふうに今考

えております。 

  ですので、福祉まるごと相談課が、これからは

地域の方にも出張っていくこともございますので、

そういった中で、離婚の話についてもちゃんとこ

ういったサポートが必要だということを職員にも

認識させ、そして、そこをすくい上げていきたい

というふうに考えております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。特に

離婚されたいという方は、まずはその形をつくる

というところで離婚自体を急がれていて、その後

に結果として経済的に困窮するという方が多いか

というふうに思います。そういった方に、できる

だけ区の様々な支援の手が伸びるように、今お話

ししたような点も含めて今後継続していただけれ

ばというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。要望です。 

  それから、もう１点、報告事項の生活保護相談

の窓口対応の検証に関して御報告をいただきまし

たので、その点について質問させていただきます。 

  主な提言と区の対応を８点まとめていただいて

いますが、この中で、第三者の関与ルールの制定

ということを対応として挙げていただいています。
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具体的に、今回の事例で第三者の関与のどのよう

な点が問題となっていたのか、ちょっと確認をさ

せていただければと思います。 

○足立福祉事務所長 ただいまの質問なんですけれ

ども、支援団体の方が一緒に相談に入っていたわ

けですけれども、本人から説明を受けた内容と、

本人が支援団体に説明した内容と、そごがあるよ

うな、そういったこともございましたので、生活

保護の申請又は相談の中で少し方向性が違ってく

るようなことがありますので、やはりそこは第三

者に入っていただいていいのかどうかというのを

本人にしっかり確認しなければいけないというよ

うなことが報告書には書いてございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。 

  特に問題点というところに絞ると、本人の意思

確認が十分取れない状態で、第三者の方の言葉と

か説明で手続が済んでしまった点を問題としてい

るという理解でよろしかったでしょうか。 

○足立福祉事務所長 その可能性があるということ

でございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。手続

上はやはり本人の意思というか、あくまで申請者

の意思の確認が必要だということで理解をしてお

りますので、問題点があるのであれば、そこはし

っかり、★★が起きないように検証を進めていた

だければなというふうに思います。 

  一方で、様々な方から御相談をいただいている

中で私も感じるのは、生活保護申請者の中でもい

ろいろな方がいらっしゃいまして、なかなか自分

でうまく表現することが苦手な方、たくさんいら

っしゃいますので、そういった方の御相談のとき

は私もできるだけ相談のときに同行して、本人の

意思に沿った形で言いたいことが言えているのか

という角度で同じ場所に同行させていただくこと

がございます。そういった点もありますので、同

行者がいるということ自体は相談員の方にとって

もメリットがあることもあるのかなというふうに

思いますので、手続上のルールの厳格さと、それ

から、様々な支援者の方がいるということのメリ

ットを立て分けて、今後検討を進めていただけれ

ばなと思いましたので、それは確認というか要望

でございます。 

  以上です。 

○横田ゆう委員 今の問題の引き続きで生活保護相

談についてなんですが、１０月１０日のケースを

通じて検証されて、今後改善に向けて報告されま

したけれども、どれも大事な視点だと思います。 

  私も生活保護を受けたいという方の相談を受け

まして、福祉事務所で面接に同席することがあり

ます。それはなぜかというと、相談者が、本当に

生活保護を受けられるだろうかとか、それから自

分のことを本当にうまく説明できるだろうかとか、

そういったことが心配でたまらないので一緒に来

てほしいということを言われるからです。 

  そのような心情は御理解いただけますでしょう

か。 

○足立福祉事務所長 今、横田委員おっしゃる心情

は理解できます。そういった点も含めて、やはり

福祉事務所の御本人に寄り添うということが非常

に重要でございますので、その点も踏まえて、御

本人様には、第三者の同席がよろしいのかどうか

というのは確認をさせていただきたいなというふ

うに考えております。 

○横田ゆう委員 やはり相談者の方は本当に深刻な

気持ちで、何でこんなことになってしまったんだ

ろうとか、あと、自己責任論が横行する中では、

もう自分は駄目な人間だとか、いっそ荒川に飛び

込んで死んでしまいたいとかという人もいらっし

ゃいました。是非そういったお気持ちで寄り添っ

ていただきたいというふうに思います。 
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  それから、１人のケースワーカーの持ち件数は

何人になっていますでしょうか。 

○中部第一福祉課長 一般世帯と高齢世帯と二つご

ざいますけれども、平均しますと９３世帯ほどに

なっています。 

○横田ゆう委員 大変な件数をお持ちで、大変なこ

とがよく分かります。 

  それから、総合相談の窓口の方は経験を積んだ

ベテランの方なんでしょうか。 

○中部第一福祉課長 全員が全員、経験していると

いうことではございませんけれども、必ず研修等

を受けて、しっかり寄り添った対応ができるよう

に心掛けて対応させていただいております。 

○横田ゆう委員 やはり、この相談業務、ケースワ

ーカーの業務というのは本当に大変な仕事だと思

います。業務が過重になって余裕のない職場にな

ってきているということは、ちょっと感じるとこ

ろであります。 

  職員の担当の件数ですとか相談員の人数とか、

そういった職員配置を手厚くするということが必

要なのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○足立福祉事務所長 できる限り、国の基準もござ

いますので、そういったところに近づけていくと

いう努力はしたいと思います。 

  また、そのほかに、ケースワーカーの事務が少

しでも余裕が出るような、事務の改善の工夫とい

ったところも併せて進めたいと考えております。 

○福祉部長 若干、補足させていただきます。横田

委員おっしゃるとおり、今９３名、非常に過重な

というか、ケースワーカーが本当に苦労している

現状は私ども認識しております。実はその理由と

いうのが、定数上は９０以内でつくっているんで

すけれども、やはり４月１日から欠員になる職員

というのも中にはおりまして、やはりそういった

ところで負担がほかの人にしわ寄せが行っている、

こういう状況がございます。 

  そういったところを補うために、私どもでは今、

業務改善担当ということで、職員６名プラス係長

１名の計７名を生活支援推進課に、今その７名を

置きまして、欠員の状況に応じて現場に入ってサ

ポートするという体制を構築しております。これ

によって、男性の短期の育児休業だとかそういっ

たところにもなるべく対応できるように、柔軟に

運用できるよう、本部に職員を集めて現場にサポ

ートに入る、こういった仕組みを今つくっている

ところでございます。 

○横田ゆう委員 本当に改善が進んでいて、よい傾

向になってきているなというふうに感じますけれ

ども、まだまだ、やはり大変な事態はあると思う

んです。 

  私、２０年前に福祉事務所を退職された方に話

を伺ったんですが、やっぱり、相談業務において

ですけれども、じっくりと話を聞いて悩んでいる

ことを整理し、お互いに納得できることを目指し

て面接をしていたということでした。★★言う話

というのは、聞きに徹すること、これをアドバイ

スしていたということでした。これは大事な視点

だと思っています。 

  このような気風はありますでしょうか。 

○中部第一福祉課長 現在もその気風はございます。

そのようにやっております。 

○横田ゆう委員 分かりました。 

  それから、相談員ですとかケースワーカーの経

験年数というのは、どれぐらい平均するとなって

いるんでしょうか。 

○中部第一福祉課長 長い人になれば１０年クラス

の人はいらっしゃいますけれども、★★で採用さ

れた職員というと、やっぱり長くても３年、福祉

職であれば４年ということになって、異動者につ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １８  

 

いては４年ということになります。ですから、一

番長くいても４年、また同じ福祉課から他の福祉

課に異動するという形もありますし、複線型とい

うことで自分はずっと福祉に専念していきたいと

いう職員も区の方では考えてやっておりますので、

平均すると、ちょっと何名かまでは具体的に言え

ませんけれども、一般的には３、４年の経験の職

員がケースワーカーとしてやっているところでご

ざいます。 

○横田ゆう委員 分かりました。やはり１年でやっ

と仕事を覚えて、２年、３年となってくるような

感じだと思いますので、是非そういうことも踏ま

えていただきたいというふうに思うんですけれど

も。 

  それから、話を聞いたところ、昔の話ですけれ

ども、ケース会議をよくやっていたということな

んです。難しいケースがあると、相談係長、担当

職員、ほかの係長で事務所として検討するという

ことで、これが、担当の職員が鍛えられて、他の

意見が聞けて経験が膨らむ重要な機会だったとい

うことなんですが、こういうこともやっていらっ

しゃるのでしょうか。 

○中部第一福祉課長 横田委員おっしゃるとおり、

今現在も診断会議というのは各課で行われており

ます。それには★★の係長、担当ワーカーも当然

出て、それを聞きたい職員も同席していただいて、

やっぱりそこの診断会議の中の最終的な結論を出

すにはかなりの勉強が必要で、御自身も学習の場

となっていますので、その診断会議は今も重要と

考えていて、今も行われているところでございま

す。 

○横田ゆう委員 分かりました。 

  それから、一つ、９ページのところで、６番で、

初めて私聞いた言葉なんですが、複線型人事制度

を活用した人員配置をということで、令和７年度

から実施を目指すことになっているということな

んですが、この制度というのはどういう制度なん

でしょうか。 

○足立福祉事務所長 こちらは人事課で制度化して

いるものでございまして、先ほど話が出ましたけ

れども、福祉分野ですとか様々な分野について専

門的に従事をして知識を得ていくというような制

度でございまして、法務分野にもその制度がござ

いますので、その法務分野の複線型人事制度を活

用した、職員を配置するというような案でござい

ます。 

○横田ゆう委員 これはもう決まったことなんです

か。 

○足立福祉事務所長 まだ決まっているわけではご

ざいませんで、これから人事課等に相談していく

というようなことになります。 

○横田ゆう委員 人事課と相談しながら今後進めて

いく方向ということで理解してよろしいでしょう

か。 

○足立福祉事務所長 その方向で考えてございます。 

○横田ゆう委員 やはり、これは職員組合の処遇に

関わることになりますので、職員組合の方にも、

もし決まれば、決まればというか、そういう検討

がされているということはきちんと報告していた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 人事課を通じてお話が行くか

と思うんですけれども、人事課の方にはその旨を

伝えたいと思います。 

○ただ太郎委員長 よろしいですか。 

○銀川ゆい子委員 まず、ひとり親家庭アンケート

調査のところからお伺いさせていただきます。 

  明らかになった課題というところで、養育費の

受け取り、「受けたことがない」「受けたことは

あるが現在受けていない」という方々が７０％近

くいらっしゃるということで、この数字は、ほか
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の自治体と比較して平均くらいなのか、足立区が

ちょっと高いのか、もしデータがあれば教えてい

ただきたいんですけれども。 

○福祉部長 令和３年度の厚生労働省の調査、全国

の調査なんですけれども、「受けたことがない」

が５６．７％、若干、足立区よりも高い。それか

ら、「受けたことがある」が１４．４％、これも

若干高い。「現在も受けている」は、国の調査で

２８．１％、若干低い。ですので、それほど大き

な差異はないという結果でございます。 

○銀川ゆい子委員 ひとり親世帯で、高等職業訓練

促進給付金であったり、自立支援教育訓練給付金

の制度を受けている方というのは、どのぐらい足

立区の中でいらっしゃるのでしょうか。 

○福祉部長 すみません。ちょっと数については、

後ほど報告させてもらいます。すみません。 

○ただ太郎委員長 担当課長がいないもので。 

○銀川ゆい子委員 突然数字を聞いて申し訳ござい

ません。ちょっと私が聞いた限りでは、高等職業

訓練促進給付金であったり自立支援教育訓練給付

金、国の制度だと思うんですけれども、知らない

という方が結構いらっしゃるみたいなので、経済

状況も苦しいという方が７０％ほどいらっしゃる

ということで、このあたりの、かなりいい制度だ

と思うので、区内でも広げていただいて、是非と

も御活用いただいたり、ひとり親家庭の方を更に

サポートしていただけるように、よろしくお願い

をいたします。 

  次に、「生活保護相談における窓口対応の検証」

及び「相談窓口の録音」に関する答申についてお

伺いをいたします。 

  別添２の報告書の２６ページなんですけれども、

相談窓口業務を録音する場合の効果、メリット・

デメリットで、メリットとして、法における自身

の権利を守るため聞き漏らしや違法・不当又は不

正確な発言などを記録できる。相談員の相談事の

発言内容は相談者が必ずしも全てその場で理解で

きるとは言えないから、録音を聞き直すことによ

って相談内容をより正確に理解することができる

など報告されておりまして、我が会派の議員から

も同様の要望が出されているところでもあります。 

  一方で、報告書には様々なデメリット、できな

い理由が強調されているんですけれども、このよ

うな課題をクリアにするためにも、あと、実際や

ってみないと分からないということもあると思い

ますので、まずは実証実験として実施していただ

きたいと思いますが、そのあたりはいかがでしょ

うか。 

○足立福祉事務所長 今、銀川委員おっしゃったと

おり、メリットとデメリットがあるんですけれど

も、やはりデメリットというところで、本人の精

神的負担ですとか萎縮とかそういったところもご

ざいますので、まずは今回、職員が漏れなく説明

できるチェックリストですとかフローチャート、

またマニュアルもちょっと整備して、そういった

ところでしっかりと透明性の確保ができるように

してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○銀川ゆい子委員 かしこまりました。フローチャ

ートとかマニュアルとかを作成してやっていただ

けるということなんですけれども、その上で、す

みません、ちょっとお伺いさせていただくんです

けれども、我が会派の委員から、相談窓口で言っ

た、言わないの問題点について何度も指摘をして

おりまして、これを改善するためにも録音の可視

化しかないと我が会派の議員からも指摘しており

ますけれども、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 銀川委員の今の御質問のとこ

ろなんですけれども、やはりおっしゃっていらっ

しゃるのは水際対応ではないかというところが大
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きいかと思います。 

  今回、明確な保護申請の意思が表明されなくて

も、医師の確認をしっかり行っていくというとこ

ろを、チェックリスト、フローチャート、そうい

ったところにしっかり落とし込んで、漏れのない

ようにしていくということを考えているところで

ございますので、まずはそういったところからき

っちりと進めたいと思います。 

○ただ太郎委員長 よろしいですか。 

○川村みこと委員 私からは、２件質問させていた

だきます。 

  まず、衛生部の９ページ、新型コロナウイルス

ワクチンの接種事業についてなんですけれども、

区が差額を全額負担して無償化するというのは、

２３区全体としてそういった流れなのでしょうか。

状況を教えていただければと思います。 

○保健予防課長 ★★とは言われていますけれども、

実施時期はまだ決まってない段階ですので、各自

治体ともまだどういう方針かは出しておりません。

今２３区内で調査を行っている最中でございます。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。私ちょ

っとお隣の北区と板橋区のホームページ拝見した

んですけれども、有料予定みたいな形で表示がさ

れていて、少なからず自己負担は幾らか発生する

のではないかなというふうには思っております。 

  当然ながら、国の助成後の金額７，０００円と

いうのは、これはちょっと高過ぎると思いますの

で、補助いただけるのは大変ありがたいんですけ

れども、小児のインフルエンザワクチン、今年度

から１回２，０００円の助成というふうになった

ところではありますけれども、それでも自己負担

は１，０００円から２，０００円程度あるのでは

ないかというふうに思います。 

  コロナが５類になりまして、全額国費による臨

時接種も終了した中で、新型インフルエンザワク

チン接種との差ができている部分について、区の

見解を教えていただきたいと思います。 

○保健予防課長 インフルエンザにつきましては、

高齢者については無料で行っていて、お子さんに

ついては任意予防接種になっていたので半額程度

というふうにいたしました。 

  今回のコロナワクチンについては、任意ですけ

れども、同じ高齢者ということで、重症化予防と

いうことで無料にさせていただこうというふうに

考えております。 

○川村みこと委員 なるほど、分かりました。 

  高齢者も今回任意ということですので、小児の

インフルエンザワクチン接種、これも助成が開始

しても、助成後の金額、掛ける２回ですよね。そ

して、お子さんの人数に応じて打つということに

なるかと思います。更に、お子さんがいらっしゃ

る家庭の方は保護者の方も、御両親も打たれると

いう方もいらっしゃいまして、世帯当たりの負担

は子どものワクチン接種の方が大きいんじゃない

かなというふうにも思います。そして、１度、新

型コロナワクチンの接種、区が独自で助成して無

償化するというふうに決めて、それを縮小してし

まうと、その後、不便に感じる方も多いんじゃな

いかと思います。 

  そのため、「こどもまんなか社会」というとこ

ろでも、小児のインフルエンザワクチンの接種に

ついても完全無償化するということで足並みをそ

ろえていくのか、もしくはコロナワクチンの助成

について、まだ２３区の調査結果が出ておりませ

んので、全額助成することを一度立ち止まって、

ほかの区の動向もうかがっていくべきではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○衛生部長 まず、高齢者の今回の新型コロナウイ

ルスのワクチンにつきましては、国の指定では定

期接種のＢというふうになっていまして、任意で
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はありますが、６５歳以上の方に対しては努力義

務が発生いたします。ただ、受ける受けないは強

制ではなく、御本人の判断ということになります。

小児の方のインフルエンザは、正に任意接種でし

て、定期接種ではないので、受けたい方が受けら

れるという、そういう大きな違いがございます。 

  川村委員が今おっしゃっているのは、特に子ど

もの方をもう少し充実するべきではないかという

ことと、コロナワクチンについては、もう少し他

区の様子を見て、今は踏みとどまるべきというこ

とかもしれませんが、現在これですぐ予算を決め

る考えはなくて、６月のときに改めて補正の審議

の中で御意見をいただきながら、その頃には私ど

もももう少しスキームなどを明確にして、案を御

提案させていただきたいというふうに考えており

ます。その際に、審議をよろしくお願いいたしま

す。 

○川村みこと委員 状況分かりました。是非引き続

き検討をお願いしたいと思っております。 

  続きまして、もう１件なんですけれども、ひと

り親家庭のアンケート調査について伺いたいと思

います。 

  このアンケート、送付したのが６，０６９件と

いうことで、返戻が３２件あるんですけれども、

この３２件、どのような対応をしたのか教えてく

ださい。 

○福祉部長 ３２件のまず内訳なんですが、戻って

きて調べたところ、区内転居している方が１２名、

区外に転出した方が２名、不明で届かなかった方

で戻ってきたというのが１８名おりました。そも

そも、この宛名を打ち出した期間と郵送の期間と

のタイムラグの中で生じた返戻だというふうに認

識しております。 

  １２名区内転居、それから転出、こちらについ

ては住民票で確認して、そこのところはきちっと

対応しております。不明で届かなかった方なんで

すけれども、今回、郵便ではなくてダイレクトメ

ール事業者にお願いしたこともありまして、ちょ

っと返ってくる数が多かったと、郵便だったら普

通届くんですけれども、表札が出てないと戻って

きてしまうといったことから、この１８件が出た

というふうに私ども認識しております。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。 

  少なからず理由不明で戻ってきた方もいらっし

ゃるということで、通常、理由不明で戻ってきた

パターン、時差で転居しているとか理由が明らか

なものじゃなくて、原因がちょっと分からないパ

ターンというのはどのように対応されているので

しょうか。 

○福祉部長 通常、この手当の通知を送った際に戻

ってきた分については、ちゃんと履歴を１人ずつ

取っておいて、２回それが重なった場合には、そ

の御本人様に呼び掛けて事情をお伺いする、そし

て適切な対応をするということになっています。 

  今回のこの１８名は、まだ１回でしたので、そ

の後、届いているということなので、今回はダイ

レクトメールの方かなというふうに考えておりま

す。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。 

  この場合、ちょっと幾つか心配になるパターン

がありまして、まず一つ目は不正受給です。戻っ

てくるということは、何らか不正が起こっている

のではないかというのは心配になります。そして、

もう一つは、何かトラブルがあって届かないとい

うパターンです。ひとり親家庭の方ということで、

様々御事情があったりですとか、何か問題を抱え

ている方、お悩みを抱えている方も特に多いので

はないかというふうに思います。 

  結論、何を申し上げたかったかといいますと、

ひとり親家庭の支援事業ですとか、不正受給を減
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らすための取組★★でお金を使うということもも

ちろん必要ではあるんですけれども、このアンケ

ートという直接的な事業でないところでも、こう

いったところで異変に気付いたところで手を差し

伸べていくと。また、気付き次第、不正受給にも

厳正に対処していくということが必要なのではな

いかと思います。 

  今回、戻ってきた方は１回目だったということ

でした。これは１回目というふうにしていただい

て、次に２回目戻ってきたら、調査の対象になる

という認識で間違いないでしょうか。 

○福祉部長 おっしゃるとおりです。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。全く関

係ないと思わずに、是非せっかくお金と時間を掛

けてやった調査ですので、引き続き丁寧な支援を

お願いしたいと思います。これは要望させていた

だきます。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、その他に移ります。 

  何か。 

○白石正輝委員 ここにいる管理職だけの問題じゃ

ないと思いますが、最近、ファクスで書類の誤発

送とか書類の誤記載だとか、持ち出してはいけな

いデータ、資料を持ち出して紛失するとかという

事故が、しょっちゅうファクスで入ってくるんで

す。これは最近多くなったのか、それとも今まで

は報告しなかったことも報告しているのかという

ような気もするんですが、ちょっと副区長、たが

が緩んでいる。多いときだと週に２、３回ファク

スが入ってくるんですから。それで、必ずそうい

うことがあると、二度と起こらないようにと言う

んです。二度とか三度とか四度じゃないんです。 

  このことについて、副区長、ここにいる管理職

だけの問題じゃないんだけれども、足立区全体た

がが緩んでいるんじゃないのか、そんな気がする

んだけれども、どうでしょうか。 

○副区長 大変申し訳ございません。ミスにつきま

しては、私たちも業務上のミスが区民の信頼を損

なうということで、非常にやはり重要な課題だと

いうことで、実はガバナンス担当部が庁内のミス

については毎月、実は今日も午後、庁議がありま

すけれども、毎月どのようなミスがあったのか具

体的な事例、対応策を含めて、庁議で各部長に共

有をさせて再発防止に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  しかしながら、今、白石議員がおっしゃったよ

うに多いのではないかということで、ちょうど今

日、年度の報告をさせていただきますけれども、

令和４年度は個人情報とか様々なミス、事故の事

例が１４０件ございました。令和５年度は１２５

件ということで、マイナス１５件、減ってはおり

ますけれども、しかしながら、今、白石委員がお

っしゃったように、個人情報の関連のミス、例え

ば封筒にほかの方の書類が入っていたとか、そう

いう個人情報のミスについては、まだ減らないよ

うな状況でございますので、今日の御意見も今日

の午後の庁議では職員の方に伝えたいと思います

けれども、改めて緊張感を持って業務に取り組ん

で、ミスをなくして、区民の信頼関係を構築でき

るように最大限の努力をしていきたいと思います。

大変申し訳ございません。 

○ただ太郎委員長 その他。 

  よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 質疑なしと認めます。 
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  では、委員長から申し上げます。 

  この委員構成で厚生委員会を開催するのは、特

段の事情がない限り今回が最後になると思います

ので、一言御挨拶をさせていただきます。 

  １年間、委員長を務めさせていただきまして、

ありがとうございました。至らない委員長だった

とは思いますが、皆様方の温かい御配慮のおかげ

さまをもちまして本日を迎えることができました。

厚生とは、人の暮らしを豊かに健康に過ごせるよ

うにするということだと認識をしております。役

所の皆様方も本当に区民の思い、医療、福祉、介

護、またひとり親ですとか、心と体、様々、多岐

にわたること、それぞれの部署で是非引き続き取

り組んでいただきたいと思いますし、★★委員の

皆様方におかれましても、役所のチェック機能を

しっかりと果たせたこの厚生委員会だったんじゃ

ないかなというふうに思います。私もこの経験を

生かして、今後しっかりと取り組んでまいりたい

と思います。１年間ありがとうございました。 

  それでは、副委員長からも御挨拶をお願いしま

す。 

  まず、白石副委員長、お願いします。 

○白石正輝副委員長 １年間、本当にありがとうご

ざいました。委員長の委員会運営が非常に立派で

すから、安心して任せることができました。本当

にありがとうございました。 

○ただ太郎委員長 涙が出ます。 

  次に、小泉副委員長、お願いします。 

○小泉ひろし副委員長 １年間、執行機関の皆さん、

また委員の皆さんの協力をいただいて、委員長の

下でスムーズに審議、またいろいろ質疑ができた

かと思います。本当に介護保険料の９期の問題で

すとか、コロナウイルスの感染の収束に向けてと

か、いろいろ難しい案件もございましたけれども、

議論ができたこと、本当によかったと思います。

また、執行機関におきましても、委員構成が変わ

りましても、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

  委員長、お疲れさまでした。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございました。 

  以上で、厚生委員会を閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

午前１１時２８分閉会 


